
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。

（３）ラスパイレス指数の状況

（注）

岩泉町の給与・定員管理等について

Ｂ

千円 千円

区 分

３年度
10,849,368

歳 出 額

千円 千円

２ 　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
のである。

人

8,591

人

160

職員数

Ａ

628,107

１ 　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国
の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用
職員の俸給月額を100として計算した指数。

計　Ｂ

給 与 費

549,494 124,054 202,375 875,923

千円 千円

区 分

３年度

人件費率

Ｂ／Ａ

％

14.8

住民基本台帳人口

（令和４年１月１日）

5,475千円

令和２年度の人件費率

（参考）

12.9

％千円

1,606,203

実 質 収 支 人 件 費

Ａ

（参考）類似
団体平均一人
当たり給与費

（参考）一人
当たり給与費

5,538千円

Ｂ／Ａ

給 料 職員手当 期末・勤勉手当

２　職員数については、令和３年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再
　任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれ
　ているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

給料表の見直し

【　　　　　未実施】時期：平成28年４月１日

地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

一般行政職

技能労務職

区分

5,655千円 2,686千円

4,793千円 2,885千円

年収ベース（試算値）の比較

岩泉町

うち自動車運転手

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

参考

328,416円

うち給食調理員等

参 考

Ａ／Ｂ

民 間

区分

―

51.5歳

55.7歳

平均年齢

43.0歳

平均給与月額

（Ｂ）

330,680円 318,056円

②

272,200円

323,600円

246,500円

304,300円

286,570円

286,113円

うち自動車運転手

うち給食調理員等

岩手県

岩泉町

国

類似団体

区分

平均給与月額

53.7歳

59.4歳

50.8歳

52.7歳

3人

平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）
平均年齢 職員数

公 務 員

平均給料月額
（Ａ）

―円

①

類似団体

国

岩手県

岩泉町

区分 平均年齢

40.9歳

42.2歳

42.7歳

40.8歳

平均給料月額

令和３年度
の支給割合

令和４年度
の支給割合

16%

16%

①

②

平成27年度の支給割合

４月１日
時点

遡及改定後

平成26年度
の支給割合

国基準による
支給割合

岩手県の
支給割合

15%

15%

平成30年度
の支給割合

令和元年度
の支給割合

令和２年度
の支給割合

15% 15% 16% 16% 16% 16%

15% 15% 16% 16% 16% 16%

― ―

平均給与月額

（国比較ベース）

300,800円

318,600円

323,711円

299,130円

355,500円 329,318円

393,189円 347,464円

405,049円 ―円

348,372円 323,527円

300,000円 294,672円

354,100円 344,017円

273,000円 273,708円

307,440円 297,908円

対 応 す る 民 間 の 類 似 職 種

―

1人

2人

251人

51.2歳

―

202,000円

215,700円

―

2.11

1.66

岩泉町

うち自動車運転手

うち給食調理員等 飲食物調理従事者

乗用自動車運転者

―

1.75

1.27

2,114人

4人

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域
手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

実施
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（注）

（２）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）

　岩泉町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

１

（注）

２

区 分

６級

５級

４級

３級

２級

１級

標準的な職務内容

課長

総括室長

室長

主査

主任

主事、主事補

職員数

12人

18人

26人

１ 号 給 の
給 料 月 額

322,100円

292,300円

266,500円

最高号給の
給 料 月 額

411,900円

397,500円

387,600円

構成比

8.8%

13.2%

19.1%

―149,200円

区 分

173,200円

岩 泉 町

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成31年～令
和３年の３ヶ年平均）。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に
一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したも
のに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞
与の額を加えた試算値である。

１

２

　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務
手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
されているものである。
　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外
勤務手当等を除いたもの）で算出している。

岩 手 県 国

141,100円 141,100円 ―

一般行政職

技能労務職

大学卒

高校卒

高校卒

中学卒

区 分
10年以上15年未満 15年以上20年未満 25年以上30年未満

経 験 年 数

20年以上25年未満

356,300円

342,900円

183,800円 182,200円

151,900円 151,900円 150,600円

一般行政職
大学卒 258,600円 298,500円 377,700円

高校卒 235,000円 274,800円 362,200円

149,200円

技能労務職
高校卒 ― ― ―

中学卒 ― ― 286,500円

―

―

233,500円

197,200円

147,400円

353,100円

306,900円

249,800円

17人

33人

30人

12.5%

24.3%

22.1%
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（注）

（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在）

１

２ 　平成22年に５級制から６級制に変更している。

　平成18年に７級制から５級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそ
れぞれ統合）

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級（特に重要課長）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和４年４月１日時点

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

岩泉町 （R４）

国家公務員 （R４)

4



（３）昇給への人事評価の活用状況（岩泉町）

４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

・役職加算 ・役職加算 ・役職加算

・管理職加算 ・管理職加算

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

〇勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（岩泉町）

令和４年４月２日から令和５年４月１日
までにおける運用

昇給可能な
区　　　分

　上位、標準、下位の区分 〇

　標準、下位の区分
　標準の区分のみ（一律）

ロ．人事評価を活用していない
　活用予定時期

〇

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区　　　分

昇給実績が
ある区分

管理職員 一般職員

活用している昇給区分

イ．人事評価を活用している

〇
　上位、標準の区分

（令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.55月分 1.90月分

岩 泉 町 岩 手 県 国

〇

2.45 1.85月分

１人当たりの平均支給額（３年度）

1,268千円

１人当たりの平均支給額（３年度）

1,672千円
―

15～25％

５～20％

10～25％

令和３年度中における運用 管理職員 一般職員

イ．人事評価を活用している

５～15％ ５～20％

2.45 1.85月分

期末手当 勤勉手当

（令和３年度支給割合）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

（1.35）月分 （0.90月分）

（令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

（1.35）月分 （0.90月分）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

（1.45）月分 （0.90）月分

活用している昇給区分
昇給可能な
区　　　分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区　　　分

昇給実績が
ある区分

　上位、標準、下位の区分 〇 〇

　上位、標準の区分

　標準、下位の区分 〇

　標準の区分のみ（一律） 〇

ロ．人事評価を活用していない

　活用予定時期
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（２）退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置 ・定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算） （割増率　２％～45％）

・勧奨退職時特別昇給

（昇給の号給数は４～12号給）

１人当たりの平均支給額

（３）地域手当（令和４年４月１日現在）

（４）特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

（５）時間外勤務手当

※休日勤務手当を含む

勧奨・定年

勤続20年 19.6695 24.586875

支給対象職員数

１人

国の制度（支給率）

16%

最高限度額

勤続35年

勤続25年

勤続20年

勤続35年 39.7575 47.709

最高限度額 47.709 47.709

岩泉町 国

自己都合

防疫作業手当
右記業務に従事した
職員

放射線取扱手当 同上

医学研究手当
診療所等に勤務する
医師、歯科医師

勤続25年 28.0395 33.27075

自己都合 勧奨・定年

支給実績（令和３年度決算） 1,055千円

1,054,596円

支給実績（令和３年度決算）

支給職員１人当たりの平均支給年額（令和３年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度決算）

支給職員１人当たりの平均支給年額（令和３年度決算）

7,080千円

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

24.586875

33.27075

47.709

47.709

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。  

支給対象地域

歯科医師

支給率

16%

左記職員に対する支給単価

日額　500円、
3,000円又は4,000円

10件未満　月額　1,000円

30件未満　月額　3,000円

30件以上　月額　5,000円

月額　100,000円

1,323千円

52,920円

13.51%

3

支給実績（令和３年度決算）

職員１人当たり平均支給年額

（令和３年度決算）

支給実績（令和２年度決算）

職員１人当たり平均支給年額

（令和２年度決算）

51,827千円

37,531千円

322千円

230千円

手当の種類（手当数）

感染症等の病原体等
への防疫作業

放射線を放射する作
業

医事に関する調査及
び試験研究に従事す
る医師、歯科医師

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
（令和３年度決算）

支給実績

93千円

30千円

1,200千円
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（６）その他の手当（令和４年４月１日現在）

1 借家・借間居住者
月額12,000円を超える家賃を
負担している場合、家賃の額
に応じ月額27,000円

住居手当 同じ ― 14,686千円 248,914円

1 交通機関等利用者
運賃に応じ月額50,000円まで
2 自家用車等利用者
通勤距離に応じ月額30,000円
まで（片道通勤距離　－　2
㎞）×740円+2,000円

通勤手当 異なる

1 交通機関等
利用
2 自家用車等
利用者通勤距
離区分と支給
額

14,853千円 148,528円

支給職員１人当たり

平均支給年額手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

支給実績

（３年度決算）

国の制度と
異なる内容

同じ ― 22,361千円 263,068円

1 配偶者月額6,500円
2 配偶者以外の扶養親族
（子）
　1人につき月額10,000円
※満16歳初年度から満22歳年
度末までの間にある子１人に
つき5,000円が加算される。
3 配偶者以外の扶養親族（親
等）１人につき月額6,500円

扶養手当

（３年度決算）

・課長等　　　　　　　７％
・担当課長、支所長　　４％
・保育園長、施設長等　３％

管理職手当 異なる
俸給の特別調
整額として支
給

5,813千円 252,747円

医師、歯科医師に対して支給
されます。（月額：414,300円
以下）

初任給調整
手当

同じ ― 2,872千円 2,871,600円

異動等に伴い住居を移転し、
やむを得ず配偶者と別居する
こととなった職員に対して支
給（月額30,000円。距離に応
じて加算あり。）

単身赴任手
当

同じ ― ― ―

11月から翌年3月までの間、在
職する職員に対して支給（月
額7,360円～17,800円）

寒冷地手当 異なる
「在勤する官
署」の地域に
応じて支給

10,663千円 64,235円

管理又は監督の地位にある職
員が週休日又は休日等に4時間
を超え勤務した場合（勤務1回
6,000円、6時間を超えれば割
増あり）

管理職員特
別勤務手当

同じ ― 753千円 32,739円

宿日直1回につき4,400円宿日直手当 同じ ― 1,087千円 12,211円
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５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

（算定方法）

（注）

６　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

〈参考〉

〈参考〉

〈参考〉

主 な 増 減 理 由

事務の統廃合による減

退職に伴う減

退職に伴う減

退職及び育児休業開始に伴う減

人口１万人当たりの職員数 160.63人

0

1 0

（類似団体の人口１万人当たりの職員数　112.81人）

（類似団体の人口１万人当たりの職員数　134.60人）

179.26人

209.52人人口１万人当たりの職員数

公益的法人への在職派遣による増

退職に伴う減

人口１万人当たりの職員数

区 分 給 料 月 額 等

279,000円 355,000円 ／ 199,000円

給

料

報

酬

町 長

副町長

議 長

690,000円

555,000円

870,000円 264,000円／

（参考）類似団体における最高／最低額）

676,000円 ／ 360,000円

226,000円 316,000円 ／ 168,000円

210,000円 301,000円 ／ 150,000円

副議長

議 員

退
職
手

当

給料月額×40.38／100×在職月数

給料月額×23.28／100×在職月数

町 長

副町長

議 長

副議長

議 員

期

末

手

当

（３年度支給割合）

3.25月分

（３年度支給割合）

3.25月分

（支給時期）

任期毎

任期毎

（１期の手当額）

13,373,856円

6,201,792円

１ 　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

２ 　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年
＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

町 長

副町長

備 考

区分

部門

2 2

52 51
普

通

会

計

部

門

議　　会

総　　務

税　　務

労　　働

農林水産

商　　工

土　　木

民　　生

衛　　生

計

教育部門

消防部門

一

般

行

政

部

門

31

8 8

16 15

8 8

対 前 年
増 減 数

0

▲ 1

0

0

▲ 1

0

令和３年 令和４年

職 員 数

11 11

17 16 ▲ 1

30

15 13 ▲ 2

0

▲ 1

143 138 ▲ 5

小 計 160 154 ▲ 6

185 180 ▲ 5
合 計

2 2 0

16 17 1

25 26 1

下 水 道

そ の 他

小 計

　
　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

病　　院

水　　道 6 6 0

［226］ ［226］

1
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（注）

（２）年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）

（３）職員数の推移

( )

( )

( )

( )

( )

（注）

△ 8.6

△ 11.1

△ 15

△ 1

職員数

20歳

１

２

　職員数は一般職に属する職員数である。

　[     ]内は、条例定数の合計である。

区 分

20歳
～

5人 12人 13人 21人

185

143

17

16人 11人

以上

△ 8.9

△ 3.7

59歳

18人

25

△ 16

28人 20人 14人 13人 9人 180人

△ 8.2

～ 計

60歳

51歳 55歳

56歳40歳 44歳 48歳 52歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
24歳 28歳 32歳 36歳

169

27

196

28 26

201 193 192

148 149

17 17 17

23歳

普通会計計

消　防

教　育

一般行政職

年度

部門別

（単位：人・％）

△ 13

△ 2

27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

４年

138

16

154

26

180

過去５年間の
増減数（率）

１

172 165 166 160

29

30年 元年 ２年 ３年

155

公営企業等会計計

総合計

未満

29年

151

18

9



７　公営企業職員の状況
（１）水道事業

職員給与費の状況

（注） １　職員手当には退職給与金を含まない。

職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

職員の手当の状況

期末手当・勤勉手当

・役職加算 ・役職加算

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

５～15％ ５～15％

2.45 1.85月分 2.45 1.85月分

（1.35）月分 （0.90月分） （1.35）月分 （0.90月分）

１人当たりの平均支給額（３年度） １人当たりの平均支給額（３年度）

1,556千円 1,268千円

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

団体平均 45.5歳 335,492円 501,390円

③

ア

水 道 事 業 岩 泉 町

②

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

岩泉町 38.6歳 326,444円 560,708円

区 分
職員数 給 与 費 （参考）一人

当たり給与費
（参考）類似
団体平均一人
当たり給与費

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

３年度
人 千円 千円 千円 千円 Ｂ／Ａ

6 23,504 7,532 9,335 40,371 6,729千円 6,028千円

３年度
千円 千円 千円 ％ ％

441,759 △ 128,988 40,371 9.1 8.3

①

区 分

（参考）

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

純損益又は
実 質 収 支総 費 用 職員給与費

総費用に占める
職員給与費比率 ２年度の総費用に占

める職員給与費比率

２　職員数は、令和３年３月31日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職
　員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員は含まない。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま
　れているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。
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退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置 ・定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算） （２％～20％加算）

・勧奨退職時特別昇給 ・勧奨退職時特別昇給

（昇給の号給数は４～12号給） （昇給の号給数は４～12号給）

１人当たりの平均支給額

時間外勤務手当

※休日勤務手当を含む

その他の手当（令和４年４月１日現在）

管理職手当 ・課長　　　　　　　７％ 同じ 342千円 342,468円

住居手当

1 借家・借間居住者
月額12,000円を超える家賃を
負担している場合、家賃の額
に応じ月額27,000円

同じ 594千円 297,000円

通勤手当

1 交通機関等利用者
運賃に応じ月額50,000円まで
2 自家用車等利用者
通勤距離に応じ月額30,000円
まで（片道通勤距離　－　2
㎞）×740円+2,000円

同じ 81千円 26,960円

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

（３年度決算） （３年度決算）

扶養手当

1 配偶者月額6,500円
2 配偶者以外の扶養親族
（子）
　1人につき月額10,000円
※満16歳初年度から満22歳年
度末までの間にある子１人に
つき5,000円が加算される。
3 配偶者以外の扶養親族（親
等）１人につき月額6,500円

同じ 1,158千円 289,500円

支給実績（令和２年度決算） 990千円

職員１人当たり平均支給年額
198千円

（令和２年度決算）

エ

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との
異同

最高限度額 47.709 47.709 最高限度額 47.709 47.709

イ

7,080千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額で
　　　ある。

勤続25年 28.0395 33.27075 勤続25年 28.0395 33.27075

勤続35年 39.7575 47.709 勤続35年 39.7575 47.709

水 道 事 業 岩 泉 町 （ 団 体 平 均 ）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695 24.586875 勤続20年 19.6695 24.586875

ウ

支給実績（令和３年度決算） 1,091千円

職員１人当たり平均支給年額
218千円

（令和３年度決算）
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管理職員特
別勤務手当

管理又は監督の地位にある職
員が週休日又は休日等に4時間
を超え勤務した場合（勤務1回
6,000円、6時間を超えれば割
増あり）

同じ

宿日直手当 宿日直1回につき4,400円 同じ

単身赴任手
当

異動等に伴い住居を移転し、
やむを得ず配偶者と別居する
こととなった職員に対して支
給（月額30,000円。距離に応
じて加算あり。）

同じ

寒冷地手当
11月から翌年3月までの間、在
職する職員に対して支給（月
額7,360円～17,800円）

同じ 406千円 67,633円
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